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さんさん訪問看護ステーション重要事項説明書 
 

１．事業の目的と運営方針 

（１） 目的 

地域包括ケアに基づいた運営をおこない、要介護状態・要支援状態と認定されたご利用者様に対し、

訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができる

ように、支援することを目的にサービスを提供します。 

（２） 運営方針 

ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24 時間体制で提供します。訪問看護

のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊

重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努

めます。 

 

２．当事業所の概要 

（１） 事業所の概要 

事 業 所 名 さんさん訪問看護ステーション 

所 在 地 〒690-0101 

連 絡 先 0852-52-6513 

管 理 者 名 石倉 由紀子 

サービス種 類 訪問看護 

介護保険指定番号 3260190503 

サービス提供地域 松江市、安来市、雲南市 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。 

（２） 営業時間 

平 日（月～金） 午前8：30  ～  午後5：30 

定 休 日 
土曜日・日曜日、年末年始（12月31日から 1月3日） 

※ただし、電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする 

（３） 職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 

管 理 者 看護師（兼務） 1名 名 1名 

看 護 師 看護師 1.5名以上 1名以上 2.5名以上 

理学療法士  以上 名 名 

作業療法士  以上 名 名 

 

３．当事業所の連絡窓口（相談・キャンセル連絡など） 

TEL 0８52-52-6513 

担当部署：さんさん訪問看護ステーション 

担当者：石倉 由紀子 

受付時間：午前8:30～午後5:30 

※ご不明な点はお尋ねください。 
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４．職務及びサービス内容 

（1） 職務内容 

職 職 務 内 容 

管理者 

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行

います。 

2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行い

ます。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

看
護
職
員
の
う
ち
主
と
し
て
計
画
作
成
等
に
従
事
す
る
者 

1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとと

もに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の

医師との密接な連携を図ります。 

2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説

明を行い、同意を得ます。 

3 利用者へ訪問看護計画を交付します。 

4 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。 

5 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指

導又は説明を行います。 

6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 

7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 

8 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 

看護職員 

（看護師） 

1 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 

2 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 

（2） 提供するサービスの内容 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成

した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身

の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサー

ビス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

（３） 看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護
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するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

５．サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要支援及

び要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行

われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けて

いる要支援及び要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行う

ものとします。 

（3） 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケ

アプラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢訪問看護計画｣を作成します。なお、

作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただ

くようお願いします。 

（4） サービス提供は「訪問看護計画｣に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心

身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

（5） 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示は、すべて当事業者が行いますが、実

際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 

（6） 訪問する看護職員の変更をご希望される場合は、看護職員氏名及び変更の理由を文書にてご

提出ください。利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制及

び業務継続体制維持の観点などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承くだ

さい。 

 

６．サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サー

ビス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。まずはお電話

などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。 

（２） サービス提供中のお願い 

① 利用者様の病状等、医療的お問い合わせは主治医に直接お問い合わせください。看護師

は看護師法上、利用者様の状態はご説明できますが、病状説明は医師が行うものとなっ

ております。 

② 看護師の業務は保健師助産師看護師法にて療養上の世話又は診療の補助と定められて

おり、診療の補助は医師の指示が必要となります。医師からの指示書に記載の無い医療

行為は、臨時応急の手当を除き医師法違反となりますので行うことはできません。 

（３） サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の３０日

前までに、文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合、当事業所の破産や看護・リハビリ職員の能

力を超えるサ-ス提供を求められる場合等、やむを得ない事情により当事業所からのサ

ービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の３０日前までに、
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文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下Ⅰ、Ⅱに該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了

します） 

Ⅰ､介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当

〔自立〕、と認定された場合。 

Ⅱ､ご利用者様が亡くなられた場合。 

④ その他 

 ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チ

ェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

 訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合が

あります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を

適切に行います。 

 ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が

明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービス

のご利用はお断りする場合があります。 

 

７．契約の解除 

 当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様

やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場

合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  

 利用者様による当事業所社員への日常的な暴言、暴力行為があると判断されるとき。 

 利用者様・ご家族様の当社への根拠のない風情の流布が見受けられるとき。 

 8(2)に該当する場合。 

 

８．利用者負担金の支払 

（１） 事業所は当月の利用者負担金の請求に明細を付して、翌月 10 日頃までに利用者に送付します。

利用者負担金翌月１5日までに原則、次の方法でお支払いいただきます。 

 指定口座からの引き落とし 

 指定口座への振込 

（２） 利用料、利用者負担額（介護保険、医療保険等を適用する場合）及びその他の費用支払いにつ

いて、正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から

10 日以内にお支払いのない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未支払い分をお支

払いいただくことがあります。  

（３） 訪問看護指示料に関しては、指示を出していただく医院または病院へ受診時に支払っていただ

きます。 

 

９．サービス利用料金 

サービス利用料金については、契約書別紙１の通りとします。利用料金に変更がある場合は、契

約書別紙２～６を差し替え致します。 

 

１０．非常災害対策及び感染症発症時の対応 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、常に関係機関と連絡を密にし、必要な措置を講じ

ます。尚、非常災害時は、訪問看護師及びその家族に命の危険があると想定される場合は訪問サ



さんさん訪問看護ステーション 2025/7/1 

 

 5 

ービスを中止することがあります。 

利用者及び利用者の同居の家族に感染症が発症した場合、事業所職員に感染症が発症した場合

は、サービス内容・時間・日時の変更及び中止する場合があります。 

 

１１．緊急時の対応 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医

師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡しま

す。 

 

１２．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、関係医療機関等への連絡を行うなど必要

な措置を講じ、事故の状況や事故に際して取った処置について記録し、賠償すべき事故の場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

 

１３．守秘義務に関する対策 

（１） 利用者及びその家族に関する秘密の保持 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り

得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘

密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業

者との雇用契約の内容とします。 

（２） 個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者からの予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利

用者の個人情報（氏名、性別、年齢、病状等個人が特定可能な一切の情報）を用いません。

また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの他、電磁

的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

 

１４．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のための業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

１５．身体拘束の禁止 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれ

がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下

の(1)～(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範

囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、

緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。 
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また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合。 

（2） 非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直

ちに身体的拘束等を解く場合。 

 

１６．虐待防止のための措置 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (責任者：石倉由紀子) 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周

知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。虐待の防止に関する責任者を選定し、従業者に虐待の防止を啓発、普及するための研

修を実施します。万一、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村に

報告します。また、虐待の早期発見のため、行政の行う調査には協力します。 

 

１７．成年後見制度の活用支援 

利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の活用支援を行います。 

 

１８．記録の整備 

指定訪問介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

サービス提供の記録が必要な場合は、お申し出ください。 

 

１９．苦情相談窓口 

① 当社相談・苦情担当 

担当者 石倉由紀子 

電 話 0852(52)6513 

② その他苦情・相談 

松江市介護保険課介護予防係         電話 0852-55-5568 

(松江市役所内) 

松江市松南第２地域包括支援センター    電話 0852-52-9570 

(東出雲保健相談センター内)  

島根県国民健康保険団体連合会        電話 0852-21-2811 

(介護サービス苦情相談窓口)       

 

２０．損害賠償について 

サービス提供時において、サービス提供者の責任により利用者に生じた損害については、事業者
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は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務の違反した場合も同様とします。ただし、損害の発

生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を

斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただき

ます。なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜（株） 

保険名 訪問看護事業者総合補償制度 

補償の概要 身体賠償 一名あたり１億５千万円、器物破損１事故あたり１千万円 

 

２１．心身の状況の把握 

指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通

じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

２２．居宅介護支援事業者等との連携 

(1) 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの

提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利

用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した

書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

２３．衛生管理等 

(1) 訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

２４．業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２５．会社の概要 

社 名    株式会社さんさんケアソリューション 
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社員数      約15名（パート・契約職員含む） 

設 立       令和7年7月1日 

所在地    松江市乃白町薬師前3-3 

代表者    代表取締役社長 田中 正彦 

電 話     0852-61-3070 

 

２５．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和    年    月    日 

 

上記内容について、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を

定める条例に基づき、利用者に対して説明を行いました。又、加算等についての説明も行いました。 

 

＜事業者＞ 

    所 在 地  松松江市東出雲町揖屋1196 

    事 業 所 名  さんさん訪問看護ステーション 

    事 業 者 名  株式会社さんさんケアソリューション 

      代 表 者    代表取締役社長 田中 正彦        印 

     管 理 者    所長 石倉 由紀子      印    

     

上記内容の説明を事業者から受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

又加算等についての説明も受け同意しました。 

＜利用者＞ 

  住 所 

 

   氏 名                    

＜利用者の代理人＞ 

   住 所 

 

   氏 名                    

 

緊急時の連絡先 

【家族等緊急連絡先】 

氏  名               続柄(        ) 

住  所 

電話番号 

携帯電話 

勤務先 

【主治医】 

医療機関名 

氏     名 

電話番号 

         


